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日野町告示第41号 

 令和７年第６回日野町議会定例会を次のとおり招集する。 

   令和７年12月１日 

日野町長 﨏 田 淳 一 

１．期 日  令和７年12月５日 

２．場 所  日野町議会議場 

─────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

小 林 良 泰              小 河 久 人 

坪 倉   敏              中 山 法 貴 

梅 林 智 子              金 川 守 仁 

松 本 利 秋              安 達 幸 博 

竹 永 明 文              中 原 信 男 

       ─────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

        な し 

       ─────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────── 

第６回 日 野 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

令和７年12月５日（金曜日） 

──────────────────────────────────────────── 

議事日程 

令和７年12月５日 午前10時開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

日程第４ 議案第69号 日野町職員の給与に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第５ 議案第70号 日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて（町長） 

日程第６ 議案第71号 日野町被災者住宅再建等支援条例の一部改正について（町長） 

日程第７ 議案第72号 日野町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部改正について

（町長） 

日程第８ 議案第73号 日野町特別医療費助成条例の一部改正について（町長） 

日程第９ 議案第74号 日野町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について（町長） 

日程第10 議案第75号 日野町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定に

ついて（町長） 

日程第11 議案第76号 日野町交流センターの指定管理者の指定について（町長） 

日程第12 議案第77号 日野町過疎地域持続的発展計画の変更について（町長） 

日程第13 議案第78号 日野町過疎地域持続的発展計画の策定について（町長） 

日程第14 議案第79号 令和７年度日野町一般会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第15 議案第80号 令和７年度日野町介護保険特別会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第16 議案第81号 令和７年度日野町簡易水道事業会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第17 議案第82号 令和７年度日野町下水道事業会計補正予算（第２号）（町長） 

       ─────────────────────────────── 
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本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

日程第４ 議案第69号 日野町職員の給与に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第５ 議案第70号 日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて（町長） 

日程第６ 議案第71号 日野町被災者住宅再建等支援条例の一部改正について（町長） 

日程第７ 議案第72号 日野町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部改正について

（町長） 

日程第８ 議案第73号 日野町特別医療費助成条例の一部改正について（町長） 

日程第９ 議案第74号 日野町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について（町長） 

日程第10 議案第75号 日野町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定に

ついて（町長） 

日程第11 議案第76号 日野町交流センターの指定管理者の指定について（町長） 

日程第12 議案第77号 日野町過疎地域持続的発展計画の変更について（町長） 

日程第13 議案第78号 日野町過疎地域持続的発展計画の策定について（町長） 

日程第14 議案第79号 令和７年度日野町一般会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第15 議案第80号 令和７年度日野町介護保険特別会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第16 議案第81号 令和７年度日野町簡易水道事業会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第17 議案第82号 令和７年度日野町下水道事業会計補正予算（第２号）（町長） 

       ─────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 小 林 良 泰        ２番 小 河 久 人 

３番 坪 倉   敏        ４番 中 山 法 貴 

５番 梅 林 智 子        ６番 金 川 守 仁 

７番 松 本 利 秋        ８番 安 達 幸 博 
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９番 竹 永 明 文        10番 中 原 信 男 

       ─────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ────────── 中 田 早 文  書記 ────────── 浦 部 俊 一 

書記 ────────── 伊 田 達 彦 

       ─────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ────────── 﨏 田 淳 一  副町長 ───────── 音 田   守 

教育長 ───────── 安 達 才 智  総務課長 ──────── 景 山 政 之 

住民課長兼会計管理者 ── 荒 木 憲 男  企画政策課長 ────── 神 崎   猛 

健康福祉課長 ────── 住 田 秀 樹  産業振興課長 ────── 杉 原 昭 二 

建設水道課長 ────── 音 田 雄一郎  教育課長 ──────── 三 好 達 也 

─────────────────────────────── 

午前１０時００分開会 

○議長（中原 信男君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１０人であり、定足数に達していますので、これより令和７年第６回

日野町議会定例会を開会いたします。 

 また、中海テレビのテレビカメラによる撮影を許可をしております。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました日程のとおりであります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中原 信男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、１番、小林良泰議員、２

番、小河久人議員の２名を指名いたします。 

─────────────・───・───────────── 
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  日程第２ 会期の決定 

○議長（中原 信男君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日から１２月１７

日までの１３日間にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から１２月１７

日までの１３日間と決定いたしました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（中原 信男君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 初めに、本町の監査委員から、地方自治法第２３５条の２の規定による例月出納検査の結果に

ついて報告がありました。別紙写しを配付し、報告といたします。 

 次に、第５回定例会以後の議会関係について報告いたします。 

 １０月５日、全町一斉防災訓練が行われ、災害対策本部副本部長として議長が参加いたしまし

た。 

 １０月７日、１４日、２１日、２８日、１１月４日、議会だより１４５号発行のため、議会広

報常任委員会を開催しております。 

 １０月１８日、第６６回体力づくり日野町駅伝競走大会が開催され、議長ほか議員が出席いた

しました。 

 １０月２１日、中国横断新幹線整備推進会議研修会が開催され、議長が出席しました。 

 １０月２２日、日野郡のまなび推進局に関する説明会が開催され、議長ほか議員が出席しまし

た。 

 １０月２３日、町戦没者追悼式に議長が出席しました。 

 １０月３０日、３１日、議会地方創生戦略特別委員会において行政調査を行い、全国過疎問題

シンポジウム２０２５ｉｎとっとりに参加、研修を行いました。 

 １１月６日、中国横断自動車道岡山米子線整備促進総決起大会が開催され、議長が出席しまし

た。 

 １１月８日、大山町合併２０周年記念式典が開催され、議長が出席しました。 

 １１月９日、第１８回ふれあいＪＡまつりｗｉｔｈ海鮮・山鮮まげなもん祭が金持テラスひの

で行われ、議長が出席しました。 
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 １１月１０日、日野町江府町日南町衛生施設組合議会定例会が開催され、関係議員が出席をい

たしました。 

 同日、総務経済常任委員会が農業委員会と意見交換を行いました。 

 １１月１２日、東京都で第６９回町村議長全国大会が、１７日、全国過疎地域連盟第６０回総

会が開催され、議長が出席しました。 

 １１月２０日、議会だより第１４５号を発行いたしました。 

 １１月２１日、町表彰式が挙行され、議長が出席しました。 

 同日、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開催され、議長が出席しました。 

 １１月２５日、日野病院組合議会定例会が開催され、議長ほか関係議員が出席しております。 

 １１月２６日、日野学園６年生議会が開催され、議長ほか議員が出席しました。 

 １１月２７日、鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会が開催され、議長が出席しました。 

 １１月２８日、鳥取県町村議会議員研修会が湯梨浜町で開催され、議長ほか議員が参加いたし

ました。 

 １２月１日、本定例会開催のため、議会運営委員会を開催しております。 

 １２月３日、町文化センターで開催された日野町人権・同和教育研究集会に議長ほか議員が参

加いたしました。 

 続きまして、一般行政報告を﨏田町長が行います。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 令和７年第５回議会定例会以降の一般行政報告をいたします。 

 まず初めに、１０月５日に実施いたしました全町一斉防災訓練について御報告いたします。鳥

取県西部地震から２５年となった今年の全町一斉防災訓練は、日野町を震源とする震度６強の地

震が発生したと想定し、訓練を実施いたしました。 

 訓練内容としましては、町民の皆様に仮避難場所まで集まっていただき、各自治会と町の災害

対策本部との情報連絡体制の確認訓練を行いました。災害対策本部では、消防団の出動をはじめ、

鳥取県江府消防署及び黒坂警察署からもリエゾン派遣をいただき、様々な被害状況の報告に対す

る対応について、災害体制編成表に基づき訓練を行ったところでございます。また、黒坂地区自

主防災委員会では、町及び町消防団と連携しながら、ドローンを使った安否不明者の捜索訓練を

実施いたしました。午後からは町山村開発センターにおいて、日野ボランティアネットワーク、

鳥取県及び町社会福祉協議会と協働で、鳥取県西部地震から２５年フォーラムを開催いたしまし

た。同イベントでは、パネルディスカッションやトイレカーの展示、防災食レシピの紹介などを
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行い、防災意識を高める一日となったところでございます。 

 次に、１０月１３日には第３回日野町ニュースポーツ大会を、黒坂地区、根雨地区、それぞれ

の町社会体育館で開催いたしました。黒坂地区は１１チーム６６名、根雨地区は８チーム４８名

の参加がございました。昨年に引き続き、小さいお子さんから高齢の方まで幅広い年代から参加

をいただき、にぎやかに開催することができたと感じております。参加者の方は真剣に、また、

和気あいあいと競技をされて、住民同士の懇親も深まった大会となったところでございます。 

 １０月１６日には、鳥取県西部で進む大規模風力発電施設の建設計画に対し、伯耆町長、江府

町長、そして日野町長である私の３町長連名で経済産業省へ要望を行いましたので、その概要を

報告いたします。要望では、地域の生活環境や自然環境への影響が大きく懸念されることから、

事業実施の前提として、地元自治体の同意や住民との合意形成を必須の手続として明確に位置づ

けることを求めました。住民理解を欠いたまま計画が進むことのないよう、地元自治体の意見が

適切に反映される仕組みをつくり、丁寧で透明性のある手続の確立を国に対して強く要望したも

のでございます。国の担当者からは、電気事業法の改正については難しいということでございま

したが、地元説明や安全性についてはしっかり確認する旨の発言がございました。 

 １０月１８日には、第６６回体力づくり日野町駅伝競走大会を開催したところでございます。

当日は天候に恵まれ、駅伝の部の一般の部に４チーム、女子の部に２チーム、高校生の部に３チ

ーム、中学生の部に２チーム、計１１チーム、そして、ミニマラソン低学年の部に２名、合わせ

て３５名の参加がございました。今回は日野学園の生徒も参加され、選手が力走する姿に、沿道

の町民の方々からたくさんの声援をいただいたところでございます。 

 １０月２３日には、令和７年度日野町戦没者追悼式を戦没者慰霊碑前で行いました。来賓及び

御遺族の方６名が参列され、戦没者の御冥福と恒久平和をお祈りしたところでございます。 

 １０月２５日から１０月２６日の２日間、第４８回生きいき“ひの”ふれあい祭りが役場前駐

車場、山村開発センター及び文化センターを会場として開催されました。２日間にわたり、町内

を中心に活動される団体や個人による販売、作品展示、芸能発表などが行われたところでござい

ます。オープニングアトラクションとしまして、奥日野源流太鼓や日野高校郷土芸能部の荒神神

楽の披露、また、ミニサンライズの運行や仮面ライダーショーも開催され、イベントを大いに盛

り上げていただいたところでございます。延べ３００名の参加があり、にぎわいのあるイベント

となりました。また、２日目の２６日には、伯耆国たたら顕彰会ほか主催による第１２回令和の

ふいご祭が同時開催され、恒例のミニたたら操業や鍛冶屋体験コーナーなどのほか、新たにヒヤ

谷たたら跡へのプチバスツアーなども行われ、たたら文化の魅力を満喫できた一日となったと感
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じております。 

 １１月７日には、中国横断自動車道岡山米子線蒜山インターチェンジから境港間整備促進総決

起大会が東京都永田町、全国町村会館で行われ、中原議長と共に副町長が代理出席しましたので、

その概要を報告いたします。大会は、地元選出の国会議員、国土交通省、構成市町村長及び市町

村議会議長、県議会議員、促進期成会の会員の方々など約８０名が出席されました。岡山米子線

の全線４車線化、米子－境港間の高規格幹線道路の早期事業化、高規格道路ネットワーク構築に

係る予算確保を要望する決議が採択され、要望書が国土交通省や地元選出国会議員などに手渡さ

れたところでございます。 

 １１月８日、９日の２日間、町下榎交流センターを会場に、第４８回日野町解放文化祭を開催

いたしました。２日間にわたり、ひのっこ保育所の園児や日野学園、日野高校の児童、生徒、人

権団体などの作品展示、また、バザーや野菜の即売会などを行ったところでございます。８日に

は日野学園吹奏楽部の演奏会、細田美緒乃さんによる講演などがございました。９日はあいにく

の雨に見舞われ、餅つき大会はできませんでしたが、餅つき機でついた餅を振る舞ったり、バル

ーンアート実演会などを行ったところございます。８日から９日にかけて約２００名程度の来場

者があり、人権問題について考えたり、触れ合いを楽しんだりと、にぎやかな文化祭となりまし

た。 

 １１月９日には、金持テラスひのにて、第１８回ふれあいＪＡまつりｗｉｔｈ海鮮・山鮮まげ

なもん祭を開催いたしました。今年も、昨年に引き続いて、ふれあいＪＡまつりとの共同開催と

し、地元産の特産品や加工品、境港直送の海産物などの即売のほか、日野川源流米コンテストの

表彰式や白ネギ詰め放題、カニ汁無料サービスなどの盛りだくさんの内容で、約７００名の人出

でにぎわったところでございます。 

 １１月１０日には、令和７年第４回日野町江府町日南町衛生施設組合議会定例会が招集されま

したので、その概要を報告いたします。議案としましては、令和７年度補正予算（第３号）の１

件が提案されました。補正の内容といたしましては、歳入歳出それぞれ８５４万７，０００円を

減額し、総額を２億９１３万６，０００円とするもので、歳入は繰越金の確定による各町負担金

の減額、歳出はくぬぎの森の施設修繕費を２７６万２，０００円増額し、歳入減額分と合わせて

予備費を減額調整するもので、原案のとおり承認されたところでございます。 

 １１月１６日には、日野高等学校テニスコートを会場に、２０２５ソフトテニス講習会ｉｎ日

野町が開催されました。ＮＴＴ西日本ソフトテニス部監督の村上雄人さんと、日野町出身で株式

会社アドマテックスソフトテニス部の選手として活躍されている坂本茉梨乃さんを講師に迎え、
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日野町内外から約５３名の参加者が集まり、盛大に行われたところであります。トップレベルの

方々に指導していただき、技術の向上に役立てたのではないかと考えております。 

 同じく１１月１６日には、日南町役場を会場に、日野高校魅力向上推進協議会と日野郡ふるさ

と教育推進協議会が協働で行う日野郡のまなびシンポジウムが開催されたところでございます。

第１部では、日野郡内で両協議会の事業を推進しているコーディネーターや公設塾講師から取組

の内容や、それぞれの思いなどについての発表がございました。第２部では、日野郡で様々な活

動を行っている大学生から、活動の内容や大学の様子などについてお話をいただいたところでご

ざいます。アフタートークでは様々な意見交換が行われ、両協議会や大学生の活動に対し理解を

深めることができたと感じております。 

 １１月２１日には、第５６回日野町表彰式を役場大会議室で行いました。このたび表彰を受け

られたのは、日野病院病院長、孝田雅彦さん、菅福自主防災除雪隊の１名、１団体でございます。 

 孝田先生におかれては、平成２８年１０月より日野病院長として就任されて以来、今日まで診

療医として献身的に精勤され、住民の皆さんからの信頼も厚く、地域医療の質の向上にも尽力さ

れたところでございます。また、日野病院の経営を長年黒字化させるとともに、医療の質や看護

師などの医療専門職の確保についても、長期的な展望に立って、課題に全力で取り組んでいただ

いているところでございます。 

 菅福自主防災除雪隊さんにおかれましては、平成２７年１２月、菅福地区の高齢化率の高まり

とともに、除雪困難世帯に対応するために自主防災除雪隊を結成され、今日まで除雪支援を継続

してこられたところでございます。また、自主防災活動を通じて、災害時だけではなく、日常的

に地域住民の見守り活動にも尽力され、このたびの表彰となりました。改めて、感謝とお祝いを

申し上げたいと思います。 

 １１月２５日には、令和７年第４回日野病院組合議会定例会が招集されましたので、その概要

を報告いたします。議案は、補正予算が２件提案され、原案どおり可決されたところでございま

す。病院事業会計については、給与費としてパートタイム会計年度任用職員に係る報酬など、材

料費としては医療消耗品の更新等に係る費用、経費としては施設整備に係る修繕に係る費用など、

在宅介護支援事業会計につきましては、建設改良費として、介護保険システムクライアントの機

器備品購入費が提案されたところでございます。いずれも承認されたところでございます。 

 次に、１１月２６日には、日野町議会議場において日野学園６年生議会が開催され、児童１３

名が議員となり、町執行部に質問をされ、答弁いたしました。今回は、高齢者が住みやすいまち

づくりと、教育を受ける権利が守られるまちづくりについて質問され、自分たちの考えやアイデ
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アなどを提案されたところであります。児童たちが堂々と発言される姿を見て、今後も愛着と誇

りが持てるまちづくりを積極的に進めてまいりたいと改めて感じたところでございます。 

 １１月２７日には、令和７年１１月、鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会が招集されまし

たので、その概要を報告いたします。議案といたしましては、鳥取県西部広域行政管理組合消防

本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について、そして、鳥取県西部

広域行政管理組合火葬場条例及び鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例の一部を改

正する条例の制定について、さらに、鳥取県西部広域行政管理組合火葬場条例の一部を改正する

条例の制定について、鳥取県西部広域行政管理組合火葬場の指定管理者の指定について、鳥取県

西部広域行政管理組合一般会計補正予算（補正第１回）、令和６年度鳥取県西部広域行政管理組合

一般会計の決算認定についての６議案が提案されたところでございます。消防本部及び消防署の

設置に関する条例は江府消防署の移転後の位置に関するもの、火葬場及びリサイクルプラザ条例

につきましては手数料の額の改定、火葬場条例は葬送に関する意識の多様化に伴う遺骨の取扱い

の規定の整備、火葬場、指定管理者の指定につきましては令和８年度からの指定管理者を指定す

るもの、補正予算につきましては、最終処分場の基本設計等の予算措置で、いずれも原案のとお

り可決されたところでございます。決算認定につきましては継続審査とされたところでございま

す。 

 同じく、１１月２７日には、鳥取県西部で進む大規模風力発電施設の建設計画に対し、鳥取県

知事、伯耆町長、江府町長、そして日野町からは副町長が代理出席し、赤澤亮正経済産業大臣へ

要望を行いましたので、その概要を報告いたします。要望では、国は住民の反対を通り越して建

てないように指導し、事業認可の際は地元自治体の同意を要件化するよう電気事業法の改正を強

く要請したものでございます。赤澤経済産業大臣におかれては、事業者から再生可能エネルギー

特別措置法に基づく地域への丁寧な説明が行われ、住民の中にある不安が解消されなければ事業

はなかなか進まないとの認識を示され、法律に基づく手続を通じて、地元自治体の首長や地域の

理解が得られるよう、事業者に必要な対応を強く求め続けていくと発言されたところでございま

す。 

 １１月２９日、３０日の２日間、第２５回公民館まつりを町公民館で開催いたしました。２９

日には野菜、大山おこわ、ぜんざい、蜂蜜などの販売や、血管年齢、骨密度測定、陶芸教室交通

安全講座、赤十字防災セミナーなどが行われたところであります。また、３０日にはおしゃべり

カフェ、カレーやハンドメイド雑貨などの販売、蜜ろうクリームづくり教室などがあり、また、

２日間を通してセルプひのによるバザーが行われたり、町内のグループの展示などがございまし
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た。２日間でおよそ２００名の方が来場され、にぎやかな公民館まつりとなったところでござい

ます。 

 １２月３日には、人権啓発講演会及び第５０回日野町人権・同和教育研究集会が文化センター

で開催され、８１名の参加がございました。「お互いを大切にした暮らしやすい地域社会の実現を

目指して～気づいていますか 相手のきもち～」という研究主題を基に開催し、人権啓発講演会

では、講師として、看護師の神戸貴子さんをお招きして、「“支え合い”が介護を変える－家族に

頼れない時代をどう生きるか」を演題として講演いただいたところでございます。また、研究集

会では、「日野町人権・同和教育研究集会の５０年の歩み」と題して、シンポジウムを行いました。

５０年の取組を振り返り、様々な問題について深く考え、人権意識をより高めることができたの

ではないかと考えております。 

 以上が一般行政報告でございます。 

○議長（中原 信男君） 以上で諸般の報告を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第４ 議案第６９号 から 日程第１７ 議案第８２号 

○議長（中原 信男君） 日程第４、議案第６９号、日野町職員の給与に関する条例の一部改正に

ついてから日程第１７、議案第８２号、令和７年度日野町下水道事業会計補正予算（第２号）ま

でを一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、議案第６９号から議案第８２号までを一

括議題といたします。 

 日程第４、議案第６９号、日野町職員の給与に関する条例の一部改正について、提出者の説明

を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６９号、日野町職員の給与に関する条例

の一部改正について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 これは、人事院が行った給与勧告に基づき、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する

ものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議をいただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 
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○総務課長（景山 政之君） 議案第６９号、日野町職員の給与に関する条例の一部改正について

御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。改正内容といたしまして、１点目

は給料表を改正するもので、月例給を月１万２，３００円から段階的に７，９００円引き上げて、

平均では約３．３％の引上げとなるものでございます。 

 ２点目は、期末手当からの支給率を０．０２５月引き上げ、年間の支給率を現行の２．５月か

ら２．５２５月とするものです。 

 ３点目は、勤勉手当の支給率を０．０２５月引き上げ、年間の支給率を現行の２．１月から２．

１２５月とするものです。 

 ４点目は、宿日直手当について、現行の４，４００円から４，７００円に引き上げるものです。 

 ５点目は、通勤手当について、現行の１０キロ以上１５キロ未満から６０キロ以上までの距離

区分について、２００円から７，１００円までの幅で引き上げるものです。なお、令和８年４月

からは上限を１００キロ以上とし、６０キロ以上の部分について、５キロ刻みで新たな距離区分

を設けるものです。 

 施行期日は公布の日から施行することといたしておりますが、適用する期日につきましては、

令和７年４月１日に遡及して適用することといたしております。 

 なお、令和７年度の期末手当については、６月分を既に支給しておりますので、１２月支給分

に０．０２５月分を加え、年間支給月数を２．５２５月分といたします。勤勉手当についても、

６月期分を既に支給しておりますので、１２月期支給分に０．０２５月分を加え、年間支給月数

を２．１２５月分といたします。通勤手当については、令和７年４月１日から令和８年３月３１

日までの間は、使用距離が片道６０キロ以上である場合は読替えの経過措置を設けております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第５、議案第７０号、日野町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７０号、日野町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたい

と思います。 

 これは、人事院勧告に基づく一般職の職員の給与改正に準じて会計年度任用職員の給与にも適

用させるため、日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正するもの
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でございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第７０号、日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。改正内容といたしまして、１点目

は給料表を改正するもので、月例給を月１万２，３００円から段階的に１万２００円引き上げる

ものです。 

 ２点目は、期末手当の支給率を０．０２５月引き上げ、年間の支給率を現行の２．５月から２．

５２５月とするものです。 

 ３点目は、勤勉手当の支給率を０．０２５月引き上げ、年間の支給率を現行の２．１月から２．

１２５月とするものです。 

 なお、宿日直手当、通勤手当については、既に日野町職員の給与に関する条例に準ずることが

明記されておりますので、本条例での改正はございません。 

 施行期日は公布の日から施行することといたしておりますが、適用、特例措置及び経過措置は

一般職の職員と同様となります。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第６、議案第７１号、日野町被災者住宅再建等支援条例の一

部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７１号、日野町被災者住宅再建等支援条

例の一部改正について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 これは、災害救助法の一部改正に伴い、当該条文を引用する関係条例について条項の号ずれが

生じるため、所要の改正をするものでございます。 

 なお、施行期日は公布の日からとしております。以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第７、議案第７２号、日野町長等の損害賠償責任の一部の免

責に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７２号、日野町長等の損害賠償責任の一
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部の免責に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思

います。 

 これは、地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令の施

行に伴い、当該条文を引用する関係条例について条ずれが生じるため、所要の改正をするもので

ございます。 

 なお、施行期日は、地方自治法の一部を改正する法律附則第１条第３号に掲げる規定の施行の

日からとしております。以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第８、議案第７３号、日野町特別医療費助成条例の一部改正

について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７３号、日野町特別医療費助成条例の一

部改正について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 これは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正及び医療費

受給者が医療機関等に提示する受給資格証の取扱いを整理するため、所要の改正をするものでご

ざいます。 

 詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第７３号、日野町特別医療費助成条例の一部改正について

御説明申し上げます。 

 議員書の２ページ、改正が必要な理由と概要を御覧いただきたいと思います。この条例改正の

背景及び趣旨は、１点目、障害者総合支援法の一部改正によるもの、２点目、デジタル庁が運営

する、自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム、これをＰＭＨといいます。及び社会保険

診療報酬支払基金が設置し、運営するオンライン資格確認システム等を利用したＰＭＨ事業の実

施に伴い、受給券の交付を受けた助成対象者が医療機関等を受診し、特別医療の助成を受けよう

とする際の受給券提示の取扱いについて整理を行うものです。 

 改正内容は、障害者総合支援法の一部改正に伴い、第３条中第５条第２４項を第５条第２５項

に改め、医療費受給者が医療機関等に提示する受給資格者証に代えて、個人番号カードの提示に

よることができるとする規定を追加するものです。 

 改正の詳細は、３ページからの改正本文を御覧いただきたいと思います。 
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 最後に、附則規定です。本改正の施行期日は、公布の日から施行することとします。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第９、議案第７４号、日野町乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の制定について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７４号、日野町乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の制定について御説明申し上げます。議案書を御覧いただ

きたいと思います。 

 これは、令和８年度より、こども誰でも通園制度による乳児等通園支援事業を本格実施するに

当たり、児童福祉法第３４条の１６第１項の規定に基づき、事業者の認可基準を定める条例を制

定するものでございます。 

 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（中原 信男君） 三好教育課長。 

○教育課長（三好 達也君） 議案第７４号、日野町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の制定が必要な理由と概要を御覧ください。令和８年度から乳児等通園支援事

業を本格的に実施するに当たり、児童福祉法第３４条の１６第１項の規定に基づき、事業者の認

可基準を定めるために条例制定を行うものでございます。 

 この条例は、児童福祉法に基づく認可基準を満たした事業者が、乳児等通園支援事業を行うこ

とを目的としております。 

 条例の概要としましては、一般原則、安全計画の策定、職員の条件、食事の提供、設備の基準

などを定めたものでございます。 

 なお、改正の施行期日は公布の日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１０、議案第７５号、日野町特定乳児等通園支援事業の運

営に関する基準を定める条例の制定について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７５号、日野町特定乳児等通園支援事業

の運営に関する基準を定める条例の制定について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきた
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いと思います。 

 これは、令和８年度より、こども誰でも通園制度による乳児等通園支援事業を本格実施するに

当たり、子ども・子育て支援法第４６条第３項の規定に基づき、事業者の運営基準を定める条例

を制定するものでございます。 

 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（中原 信男君） 三好教育課長。 

○教育課長（三好 達也君） 議案第７５号、日野町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の制定が必要な理由と概要を御覧ください。令和８年度から乳児等通園支援事

業を本格的に実施するに当たり、子ども・子育て支援法第４６条第３項の規定に基づき、事業者

の運営基準を定めるために条例制定を行うものでございます。 

 この条例は、認可を受けた事業者が、子ども・子育て支援法に基づく運営基準に沿って乳児等

通園支援事業を行うことを目的としております。 

 条例の概要としましては、一般原則、利用定員、運営基準、緊急時の対応などについて定めた

ものでございます。 

 なお、施行期日は令和８年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１１、議案第７６号、日野町交流センターの指定管理者の

指定について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７６号、日野町交流センターの指定管理

者の指定について御説明申し上げます。 

 これは、日野町下榎１１８３番地に所在する日野町交流センターの指定管理者を指定すること

について、地方自治法第２４４条の２第６項及び日野町公の施設の指定管理者の指定の手続等に

関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 指定管理者となる法人は、鳥取県日野郡日野町根雨１７０番地１、株式会社竜建、代表取締役、

大田亜由美、指定の期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとするものでござ

います。 

 御審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（中原 信男君） 次に、日程第１２、議案第７７号、日野町過疎地域持続的発展計画の変

更について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７７号、日野町過疎地域持続的発展計画

の変更について御説明申し上げます。 

 これは、日野町過疎地域持続的発展計画を変更するため、過疎地域の持続的発展の支援に関す

る特別措置法第８条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては企画政策課長に説明をさせますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 神崎企画政策課長。 

○企画政策課長（神崎  猛君） 議案第７７号、日野町過疎地域持続的発展計画の変更について

説明をいたします。 

 資料の議案のほう、２ページ目の概要のほうを御覧いただきたいと思います。今回は、現行の

過疎地域持続的発展計画に対し、必要な変更を追加、修正するものでございます。 

 主な改正点は２つございます。１つ目は、林業振興に関する記述でございます。従来の森林作

業道整備に加えまして、新たに広域基幹林道金持秋縄線の開設を追記し、生産基盤の一層の充実

を図る方針を書いたものでございます。 

 ２つ目としましては、これまで記載のなかった急傾斜地崩壊対策事業を新たに追加いたしまし

た。災害リスクが高まる中、安全、防災面を強化する、そういった内容でございます。また、計

画表の中では、交流促進施設などについて、最新の状況に合わせて文言の修正を行っております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１３、議案第７８号、日野町過疎地域持続的発展計画の策

定について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７８号、日野町過疎地域持続的発展計画

の策定について御説明申し上げます。 

 これは、令和８年度から令和１２年度までの５か年間について、日野町過疎地域持続的発展計

画を新たに策定するに当たり、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては企画政策課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願
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いいたします。 

○議長（中原 信男君） 神崎企画政策課長。 

○企画政策課長（神崎  猛君） 議案第７８号、日野町過疎地域持続的発展計画の策定について

説明をいたします。 

 本計画は、現行の計画が令和８年３月３１日に終了することを踏まえ、令和８年度から５年間

の新たな過疎地域持続的発展計画として策定するものでございます。新規策定ではありますが、

内容の多くは、現在の計画を継承しつつ、新たな必要な見直しを加えたといったものでございま

す。 

 主な変更点といたしまして、人口動態であるとか財政、そういったものを最新の数値に更新を

しております。それから、移住定住、人材育成、産業振興、生活環境の整備など、現状の上位計

画でもございます創生戦略のほうにも合わせつつ、課題認識へ書き換えているというようなとこ

ろでございます。 

 それから、先ほど申し上げました金持秋縄線の新規開設であるとか、急傾斜地の対策であると

か、そういったものも現行計画で追加したもの、内容を反映し、新たな計画期間に合わせて事業

内容を整理したというところでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１４、議案第７９号、令和７年度日野町一般会計補正予算

（第４号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７９号、令和７年度日野町一般会計補正

予算（第４号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 これは、歳入歳出それぞれ１億２，５３３万９，０００円を追加し、予算総額を４５億８，１

３８万１，０００円とするものでございます。 

 補正額等は、２ページから４ページの第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思いま

す。 

 次に、５ページ、第２表、債務負担行為を御覧ください。日野町営交通運行管理業務委託につ

いて、期間を令和８年度、限度額を７，０００万円とするものでございます。 

 次に、６ページ、第３表、地方債補正を御覧いただきたいと思います。変更としまして、過疎

対策事業債の限度額を１，２９０万円増額し３億７，３７０万円とし、緊急自然災害防止対策事

業債の限度額を８６０万円減額し１億６０万円とし、地方債合計の限度額を５億４，０２０万円
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とするものでございます。 

 補正予算の詳細につきましては総務課長より説明させますので、御審議いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第７９号、令和７年度日野町一般会計補正予算（第４号）につ

いて御説明いたします。 

 ７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書及び８ページから１４ページまでの給与費明細書に

ついては御覧をいただきたいと思います。 

 １５ページ、歳入について御説明いたします。町税、固定資産税は、本年度の固定資産税額が

確定したことにより９９３万８，０００円の増額です。交通安全対策特別交付金は、今年度の公

布がないことが確定したことにより５０万円の減額です。国庫支出金、国庫負担金、民生費負担

金は、生活保護費負担金が１，１２５万円の増額です。国庫補助金、総務費補助金は、戸籍に記

載される氏名の振り仮名に係るシステム改修費の財源として、社会保障・税番号制度システム整

備費補助金が２８９万６，０００円の増額です。民生費補助金は、職員給与の増に伴い、子育て

支援交付金が２１万７，０００円の増額です。衛生費補助金は、健康管理システムに係る費用が

国庫補助の対象になったことにより、感染症予防事業費等国庫補助金に５７万３，０００円を計

上しています。 

 県支出金、県補助金、総務費補助金は４９万６，０００円の増額です。職員給与の増に伴い、

市町村創生交付金が２４万６，０００円、鳥取県移住定住推進交付金が２５万円、それぞれ増額

です。１６ページにかけて、民生費補助金は８６万６，０００円の増額です。過年度分精算によ

り特別医療費補助金が５０万円、猫不妊去勢手術助成事業費補助金が２万５，０００円、生活困

窮世帯に対する光熱費助成事業費補助金が１２万４，０００円、職員給与の増に伴い、子ども・

子育て支援交付金が２１万７，０００円、それぞれ増額です。農林水産業費補助金は８１３万３，

０００円の増額です。個人農業者の農業機械の導入補助として、中山間地域を支える水田農業支

援補助金に１７１万７，０００円を追加、農地を守る直接支払事業交付金の追加交付により３６

万６，０００円、林道宝仏山２号線のり面復旧に係る林道事業補助金が６５０万円、それぞれ増

額です。（発言する者あり）失礼しました。もう一度読み上げます。林道宝仏山２号線のり面復旧

に係る林道事業補助金が６０５万円、それぞれ増額です。 

 寄附金、寄附金、総務費寄附金は、ふるさと納税寄附金が５，０００万円の増額です。 

 繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金は、本補正予算の財源として２，８６７万７，００
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０円の増額です。森林整備基金繰入金は、林道宝仏山２号線のり面復旧に係る財源として４９５

万円の増額です。公共施設等長寿命化基金繰入金は、旧日野中学校の空調設備更新、ひのっこ保

育所の厨房機器取替えの財源として３２１万７，０００円の増額です。 

 １７ページにかけて、諸収入、雑入、雑入は、職員給料の増に伴い、農地中間管理事業委託金

が２０万３，０００円、多面的機能支払交付金返還金が６万６，０００円、金持テラスひの共益

費等として５万７，０００円、それぞれ増額です。 

 町債、町債、土木債は、世帯向け住宅建設において、共用部分については１００％充当となる

ことから４３０万円の増額です。 

 次に、１８ページ、歳出について御説明いたします。議会費、議会費、議会費は４５万８，０

００円の増額です。給料、職員手当等及び共済費が、いずれも人事院勧告に基づく人件費の増額

です。 

 総務費、総務管理費、一般管理費は５７１万３，０００円の増額です。報酬、給料、職員手当

等及び共済費は主に人事院勧告に基づく人件費で、５５０万６，０００円の増額です。旅費は、

県外出張が増えたことにより２０万７，０００円の増額です。財産管理費は５３万９，０００円

の増額です。報酬、職員手当等及び共済費はいずれも人事院勧告に基づく人件費で、６万８，０

００円の増額です。需用費は、庁舎デマンド管理装置の修繕料として４７万１，０００円の増額

です。２０ページにかけて、企画費は２，８６５万１，０００円の増額です。報酬、給料、職員

手当等、共済費及び旅費はいずれも人事院勧告に基づく人件費で、９５万５，０００円の増額で

す。報償費はふるさと納税返礼に係る記念品費として１，３００万円、需用費は旧日野中学校の

燃料費として２万円、ふるさと納税返礼品に係る印刷製本費として５万円、旧日野中学校及び金

持テラスひのの電気料として３３万１，０００円、役務費はふるさと納税返礼品の郵送費として

２００万円、ふるさと納税に係る決済システム利用に係る手数料として３０万円、委託料は、ふ

るさと納税に係る委託料が４００万円、使用料及び賃借料は、ふるさと納税サイト使用料が５０

０万円、工事請負費は、旧日野中学校のしいたん広場として使用している部屋の空調機器が壊れ

たため、更新する費用として１５９万５，０００円、負担金、補助及び交付金は、移住定住に係

る住宅改修などの補助件数の増により１４０万円、それぞれ増額です。情報処理費は、職員用パ

ソコン、プリンターのトナーなどの消耗品として１０万円の増額です。交通安全対策費は、交通

安全指導員の活動服などの消耗品費として３万５，０００円の増額です。財政調整基金費は、ふ

るさと納税の増額を見込み、愛と元気の日野町ふるさと基金への積立てが３，５００万円の増額

です。 
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 ２１ページにかけて、徴税費、税務総務費は７４２万６，０００円の増額です。報酬、給料、

職員手当等及び共済費が、いずれも人事異動及び人事院勧告に基づく人件費の増額です。賦課徴

税費は土地の字限図修正に係る委託料で、１６万５，０００円の増額です。 

 ２２ページにかけて、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳費は３３６万１，０００円の増

額です。給料、職員手当等及び共済費はいずれも人事院勧告に基づく人件費で、４６万４，００

０円の増額です。委託料は、戸籍の振り仮名を戸籍抄本等に記載するための戸籍システム改修費

として２８９万７，０００円の増額です。 

 民生費、社会福祉費、社会福祉総務費は３８９万５，０００円の増額です。給料、職員手当等

及び共済費は人事院勧告に基づく人件費で、２５３万８，０００円の増額です。負担金、補助及

び交付金は、利用実績の確定により高齢聴覚障害者等日中活動支援事業負担金が４７万９，００

０円、飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成事業の件数が見込みより増加したため、補助金が５

万円、生活困窮世帯に対する光熱費助成の交付金が２４万８，０００円、それぞれ増額です。繰

出金は、介護保険特別会計への繰出金が５８万円の増額です。特別医療費助成事業費は、過年度

分の特別医療費補助金が確定し、歳入を計上したことによる財源振替です。２３ページにかけて、

社会福祉施設費は４９万３，０００円の増額です。給料、職員手当等及び共済費が、いずれも人

事院勧告に基づく人件費の増額です。 

 児童福祉費、児童福祉総務費は３７０万３，０００円の増額です。報酬、給料、職員手当等及

び共済費はいずれも人事院勧告に基づく人件費で、１５２万９，０００円の増額です。需用費は

ひのっこ保育所トイレのパブリック用流しの修繕料として６万９，０００円、委託料は広域入所

委託費として６万円、使用料及び賃借料はひのっこ保育所の零歳児用ベビーセンス借り上げ料と

して１万７，０００円、工事請負費はひのっこ保育所調理室の食器消毒保管庫２台の更新費用と

して１６２万２，０００円、それぞれ増額です。償還金、利子及び割引料は、令和６年度出産・

子育て応援交付金の前年度精算に伴う国庫返還金として４０万６，０００円を計上しています。 

 ２４ページ、児童措置費は、令和６年度子ども・子育て支援事業費補助金の前年度精算に伴う

国庫返還金として、償還金、利子及び割引料に１万８，０００円を計上しています。生活保護費、

生活保護扶助費は、医療扶助費の不足を見込み、扶助費が１，５００万円の増額です。 

 衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は１０９万６，０００円の増額です。給料、職員手当等

及び共済費が、いずれも人事院勧告に基づく人件費です。保健事業費は、感染症予防事業費等国

庫補助金を充当したことによる財源振替です。 

 ２５ページにかけて、農林水産業費、農業費、農業総務費は２０９万９，０００円の増額です。
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報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費はいずれも人事院勧告に基づく人件費で、１８５万３，

０００円の増額です。備品購入費は、農地情報管理システムに使用するパソコンを購入するため

の費用として２４万６，０００円を計上しています。２６ページにかけて、農業振興費は３６２

万６，０００円の増額です。報酬、給料、職員手当等及び共済費はいずれも人事院勧告に基づく

人件費で、６３万１，０００円の増額です。需用費と役務費は、中山間地域等直接支払交付金の

事務費等について、県からの当初配分に追加配分がされたため、増額分を計上するものです。各

活動組織に対する事業の推進に係る説明や資料作成、事務手続に費用を要するため、需用費が３

１万３，０００円、役務費が５万５，０００円の増額です。負担金、補助及び交付金は、中山間

地域を支える水田農業支援事業において、個人農業者に対して農業機械の導入に必要な経費を支

援するものとして、補助金が２５７万６，０００円の増額です。償還金、利子及び割引料は、令

和６年度分の多面的機能支払交付金の適用単価錯誤による県費返還金として５万１，０００円を

計上しています。農地費は増減ありませんが、報酬、職員手当等及び旅費はいずれも人事院勧告

に基づく人件費で、１９万７，０００円の増額です。委託料は、地籍調査事業費の人件費増加分

を委託料で減額調整するものでございます。林業費、林業振興費は、林道宝仏山２号線のり面復

旧に係る測量設計委託料として１，１００万円の増額です。 

 ２７ページにかけて、商工費、商工費、観光費は２２万１，０００円の増額です。報酬、共済

費及び旅費が、いずれも人事院勧告に基づく人件費です。 

 土木費、道路橋梁費、道路維持費は、給料が人事院勧告に基づく人件費で、１４万４，０００

円の増額です。住宅費、住宅建設費は、野田地区に建設した世帯向け住宅建設事業費の確定によ

り、委託料が３１７万円の減額です。 

 消防費、消防費、非常備消防費は、黒坂消防車庫のトイレ修繕として需用費が１万６，０００

円の増額です。 

 ２８ページにかけて、教育費、教育総務費、事務局費は１４６万１，０００円の増額です。報

酬、給料、職員手当等及び共済費がいずれも人事院勧告に基づく人件費の増額です。２９ページ

にかけて、義務教育学校費、学校管理費は９０万７，０００円の増額です。報酬、職員手当等及

び共済費はいずれも人事院勧告に基づく人件費で、５８万１，０００円の増額です。需用費は、

日野学園プールの夏の水道使用量が多かったことにより３２万６，０００円の増額です。社会教

育費、社会教育総務費は１６５万１，０００円の増額です。給料、職員手当等及び共済費はいず

れも人事院勧告に基づく人件費で、１６３万９，０００円の増額です。役務費は、放課後子ども

教室の携帯電話料として１万２，０００円の増額です。３０ページにかけて、公民館費は、給料、
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職員手当等及び共済費がいずれも人事院勧告に基づく人件費の増で、６６万１，０００円の増額

です。文化財保護費は、報酬、職員手当等及び共済費がいずれも人事院勧告に基づく人件費の増

で、１３万３，０００円の増額です。文化センター費は、給料、職員手当等共済費がいずれも人

事院勧告に基づく人件費の増で、２２万６，０００円の増額です。３１ページにかけて、図書館

費は、給料、職員手当等及び共済費がいずれも人事院勧告に基づく人件費の増で、４６万６，０

００円の増額です。同和教育費、社会同和教育費は、給料、職員手当等及び共済費がいずれも人

事院勧告に基づく人件費の増で、２４万５，０００円の増額です。 

 以上が令和７年度一般会計補正予算（第４号）の提案説明でございます。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１５、議案第８０号、令和７年度日野町介護保険特別会計

補正予算（第２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第８０号、令和７年度日野町介護保険特別

会計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ１３３万４，０００円を追加し、予算総額を６億１，６１

０万１，０００円とするものでございます。補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正

を御覧いただきたいと思います。 

 詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第８０号、令和７年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

２号）について御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、４ページから６ページ、給与費明細書は

御覧ください。 

 ７ページ、歳入です。国庫支出金、国庫補助金、地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意

事業及び介護予防・日常生活支援総合事業）は、人事院勧告に基づく会計年度任用職員の給与改

定に係るものとしてそれぞれ１４万４，０００円、３万７，０００円の増額、介護保険事業費補

助金は、介護保険システム改修に伴い４５万１，０００円の増額、支払基金交付金、地域支援事

業支援交付金は、人事院勧告に基づく会計年度任用職員の給与改定に係るものとして３万４，０

００円の増額、県支出金、県補助金、地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業及び介護

予防・日常生活支援総合事業）は、人事院勧告に基づく会計年度任用職員の給与改定に係るもの
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として、それぞれ７万２，０００円、１万６，０００円の増額です。 

 ８ページ、繰入金、一般会計繰入金、地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業及び介

護予防・日常生活支援総合事業）は、人事院勧告に基づく会計年度任用職員の給与改定に係るも

のとして、それぞれ７万２，０００円、１万６，０００円の増額、その他一般会計繰入金は、介

護保険システム改修に伴う事務費繰入金として４９万２，０００円の増額です。 

 ９ページ、歳出です。総務費、総務管理費、一般管理費は９４万３，０００円の増額で、消耗

品費はシステム標準化後の被保険者証の帳票代、電算処理委託料は令和７年度税制改正等に伴う

介護保険システム改修費です。 

 地域支援事業費、一般介護予防事業費は１２万７，０００円の増額で、報酬、職員手当等、共

済費、旅費は人事院勧告に基づく会計年度任用職員の給与改定に伴うものです。１０ページにか

けて、包括的支援事業・任意事業費、認知症総合支援事業費は１４万８，０００円の増額で、報

酬、職員手当等、共済費、旅費は人事院勧告に基づく会計年度任用職員の給与改定に伴うもので

す。役務費は、研修参加費として３，０００円の増額、委託料は実績見込みにより３，０００円

の減額です。生活支援体制整備事業費は２２万６，０００円の増額で、給料、職員手当等、共済

費は人事院勧告に基づく会計年度任用職員の給与改定に伴うものです。 

 諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金は過年度分介護給付費の国庫返還金として６，００

０円の増額、基金積立金は介護給付費準備基金積立金１１万６，０００円を減額するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１６、議案第８１号、令和７年度日野町簡易水道事業会計

補正予算（第２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第８１号、令和７年度日野町簡易水道事業

会計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 この補正予算は、人事院が行った給与勧告に基づき、一般職の職員給与等の増額を行うもので、

収益的支出の簡易水道事業費用について２８万円を追加し、計９，５７３万１，０００円とする

ものでございます。また、このたびの補正に合わせて、議会の議決を経なければ流用することが

できない経費を６６９万４，０００円に改めるものでございます。 

 詳細につきましては建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 
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○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第８１号、令和７年度日野町簡易水道事業会計補正予算（第

２号）について御説明いたします。 

 議案書３ページの補正予算実施計画については御覧ください。 

 続きまして、４ページ、予定キャッシュフロー計算書を御覧ください。人件費の増額に伴い、

業務活動による金額の変更になります。 

 ５ページ、資金期末残高が４，３９２万２，４９４円となる予定でございます。 

 ６ページから１１ページの給与費明細書は御覧ください。 

 続きまして、１２ページ、予定貸借対照表を御覧ください。会計の損益額は、人件費の増額に

より、資産の部に流動資産の（１）現金預金が減額、１３ページ、負債の部、４、流動負債の（３）

引当金が増額となっております。各項目の合計額は御覧ください。 

 次に、１４ページを御覧ください。補正予算明細書について御説明いたします。 

 人事院勧告に基づき給与等を補正するもので、収益的支出は２８万円の増額、内訳は営業費用、

総係費について、給料１２万９，０００円、手当８万１，０００円、賞与引当金繰入額２万６，

０００円、法定福利費３万６，０００円、法定福利費引当金繰入額８，０００円をいずれも増額

するものでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１７、議案第８２号、令和７年度日野町下水道事業会計補

正予算（第２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第８２号、令和７年度日野町下水道事業会

計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 この補正予算は、人事異動及び人事院が行った給与勧告に基づき一般職の職員給与等の減額を

行うもので、収益的支出の公共下水道事業費用について６０万９，０００円を減額し、計を１億

４３０万２，０００円とし、農業集落排水事業費用について３１万１，０００円を減額し、計を

４，９８０万２，０００円とするものでございます。また、このたびの補正に合わせて、議会の

議決を経なければ流用することができない経費を６２６万５，０００円に改めるものでございま

す。 

 詳細につきましては建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 
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○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第８２号、令和７年度日野町下水道事業会計補正予算（第

２号）について御説明いたします。 

 議案書３ページの補正予算実施計画については御覧ください。 

 続きまして、４ページ、予定キャッシュフロー計算書を御覧ください。人件費の減額により業

務活動の金額が変更になり、５ページ、資金期末残高が２，６４１万３，７１２円となる予定で

す。 

 ６ページから１１ページの給与費明細書は御覧ください。 

 続きまして、１２ページ、予定貸借対照表を御覧ください。会計の損益額は人件費の減額によ

り資産の部に流動資産の（１）現金預金が増額、１３ページ、負債の部、４、流動負債の（３）

引当金が減額となっています。各項目の合計額は御覧ください。 

 次に、１４ページを御覧ください。公共下水道事業と農業集落排水事業の各財務情報を掲載し

ていますので、御覧いただきたいと存じます。 

 １５ページを御覧ください。補正予算明細書について御説明いたします。人事異動及び人事院

勧告に基づき給与等を補正するもので、収益的支出について、公共下水道事業費用は６０万９，

０００円の減額、内訳は、営業費用、総係費について、給料１７万７，０００円、手当２６万４，

０００円、賞与引当金繰入額６万円、法定福利費９万３，０００円、法定福利費引当金繰入額１

万５，０００円をいずれも減額、農業集落排水事業費用は３１万１，０００円の減額、内訳は、

営業費用、総係費について、給料３１万１，０００円を減額するものでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） お諮りをいたします。議案第６９号から議案第８２号までの提案説明が

終わりましたが、質疑、討論、採決は後日に行うこととし、留保いたしたいと思います。これに

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、議案第６９号から議案第８２号までの質

疑、討論、採決は、留保することに決定をいたしました。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（中原 信男君） お諮りいたします。本日の会議は、これで延会といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会とすることに決定を
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いたしました。 

 会議の再開は、１２月９日午前１０時といたします。 

 本日はこれで延会いたします。 

午前１１時３１分延会 

─────────────────────────────── 

 


